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防
災
行
政
無
線
か
ら
の
放
送
内
容
を
聞
き
逃
し
た
場
合
、

電
話
に
よ
り
放
送
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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政
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☎
22-

２
２
８
０

　
地
域
福
祉
の
現
場
を
支
え
て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
皆
さ
ん

の
身
近
な
相
談
相
手
で
す
。「
誰
に
相
談
す
れ
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
子

育
て
に
不
安
が
あ
る
」
な
ど
の
悩
み
事
、 
生
活
の
悩
み
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
な
ど
、
同
じ
地
域
の
一
員
と
し
て
相
談
に
応
じ
、
関
係
機
関
へ
の

パ
イ
プ
役
に
な
る
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受

け
、
地
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

福
祉
活
動
を
行
う
非
常
勤
の
公
務

員
で
す
。

　
民
生
委
員
は
、
児
童
福
祉
法
に

よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
、
援
助
を

必
要
と
す
る
方
の
福
祉
全
般
に
関

す
る
悩
み
や
問
題
な
ど
の
相
談
に

応
じ
、
行
政
や
関
係
機
関
へ
の
パ

イ
プ
役
を
務
め
、
問
題
解
決
の
手

助
け
を
し
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
中
に

は
、個
別
の
担
当
区
域
を
持
た
ず
、

子
ど
も
や
子
育
て
の
相
談
・
援
助

を
専
門
的
に
担
当
す
る
主
任
児
童

委
員
も
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け
る
ほ
か
、

地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
社

会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す
る
福
祉

事
業
に
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
福

祉
の
推
進
活
動
に
お
い
て
も
活
躍

し
、
知
識
や
技
術
習
得
の
た
め
の

調
査
研
修
や
委
員
相
互
の
協
調
な

ど
を
目
的
と
し
て
協
議
会
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

⃝

高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
で
生
活

に
不
安
が
あ
る

⃝

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
や
窓
口

が
分
か
ら
な
い

　
人
柄
が
よ
く
、
物
事
に
正
し
い

判
断
を
下
す
力
の
あ
る
方
で
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
に
富
み
、
社
会

福
祉
の
仕
事
に
理
解
と
熱
意
が
あ

る
方
で
す
。
特
別
な
資
格
な
ど
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
市
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
定
数
は
１
１
３
人
、
う
ち
主
任

児
童
委
員
９
人
が
活
動
し
て
い
ま

す
。

　
任
期
は
３
年
で
、
現
委
員
の
任

期
は
令
和
10
年
11
月
末
ま
で
と
な

り
ま
す
。

Ｑ
３

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
報
酬

を
受
け
て
い
る
の
で
す
か
？

Ａ
３

　
無
報
酬
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

（
活
動
に
必
要
な
交
通
費
な
ど
は

支
給
さ
れ
て
い
ま
す
）

Ｑ
４

　
訪
問
に
来
て
く
れ
た
人
が
民
生

委
員
・
児
童
委
員
だ
と
確
認
で
き

る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
４

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
全
員
、

身
分
証
明
書
を
持
っ
て
活
動
し
て

い
ま
す
。

　

毎
年
、
５
月
12
日
の
「
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
日
」
か
ら
一
週

間
を
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

日　

活
動
強
化
週
間
」
と
定
め
て

い
ま
す
。

　

民
生
委
員
制
度
は
前
身
の
済
世

顧
問
制
度
が
大
正
６
年
５
月
12
日

に
発
足
し
、こ
の
創
設
の
日
を
「
民

生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
と
定

め
、
全
国
一
斉
に
民
生
委
員
が
社

会
福
祉
の
増
進
に
取
り
組
む
決
意

を
新
た
に
す
る
日
と
し
て
い
ま
す
。

　

５
月
５
日
「
こ
ど
も
の
日
」
か

ら
一
週
間
は
、
児
童
福
祉
の
理
念

の
普
及
、
啓
発
の
た
め
「
児
童
福

祉
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

何
か
困
り
ご
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課　
地
域
福
祉
係
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吉
野
川
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
22-
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⃝

病
気
や
け
が
で
生
活
に
困
っ
て

い
る

⃝

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
の
で
災

害
時
の
避
難
に
対
し
て
不
安

⃝

育
児
や
子
ど
も
の
し
つ
け
で
悩

ん
で
い
る

⃝

近
所
で
児
童
虐
待
・
高
齢
者
虐

　
待
ら
し
い
様
子
を
目
撃
し
た

　

守
秘
義
務
に
の
っ
と
っ
て
相
談

内
容
の
秘
密
は
固
く
守
り
、
個
人

情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に

配
慮
し
た
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は
ど

う
い
う
方
た
ち
で
す
か
？

　
民
生
委
員
と
は
、
社
会
奉
仕
の

精
神
を
も
っ
て
、
常
に
住
民
の
立

場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
援
助
を
行
い
、
福
祉
事
務
所
な

ど
関
係
行
政
機
関
の
業
務
に
協
力

す
る
な
ど
し
て
、
社
会
福
祉
の
増

進
に
努
め
る
方
々
で
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
ど
ん

な
人
が
な
る
の
か
？

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

こ
ん
な
と
き
に
相
談
を
！

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
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ご
存
じ
で
す
か
！

民
生
委
員
・
児
童
委
員

民
生
委
員
・
児
童
委
員

Ｑ
＆
Ａ

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

　本市では、令和８年９月 30 日の任用期間満了に伴い、農業委員および農地利用最適化推進委員
を募集します。

●問い合わせ　農業委員会事務局　☎22-2227　℻22-2237

農業委員の主な業務内容
　農地法に係る許認可業務および担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解
消に伴う現地調査、新規就農の促進、指導および監視業務など

農地利用最適化推進委員の主な業務内容
　担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消に伴う現地調査、新規就農の促進、
指導および監視業務など

募集人数　農業委員：19 人　農地利用最適化推進委員：17 人
募集区域　農業委員は市内全域、農地利用最適化推進委員は下部の区域ごとに募集
任　　期　農業委員：３年（令和８年 10 月１日～令和 11 年９月 30 日）
　　　　　農地利用最適化推進委員：委嘱を受けた日から農業委員の任期満了日まで
報　　酬　農業委員：年額 212,000 円　農地利用最適化推進委員：年額 200,000 円

募集期間・募集方法
　６月１日（月）～ 30 日（火）までに農業委員会事務局へ所定の推薦・応募用紙を提出してく
ださい。推薦・応募用紙は同事務局で配布するほか、市ホームページからダウンロードでき
ます。

農地利用最適化推進委員の募集区域
区域名 区域を構成する地区 定 数

第１区 鴨島町（上浦、牛島、麻植塚、内原、森藤、山路、中島） ３人

第２区 鴨島町（鴨島、喜来、上下島、知恵島） ２人

第３区 鴨島町（飯尾、敷地、樋山地、西麻植、粟島） ２人

第４区 川島町全域 ３人

第５区 山川町（山瀬地区） ２人

第６区 山川町（川田地区） ３人

第７区 美郷全域 ２人

合　　　　　計 17 人 市ホームページ
二次元コード
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